益 子 町 賃 貸 借 契 約 書

　賃借人益子町（以下「甲」という。）と賃貸人　　　　　　（以下「乙」という。）とは、次の条項により　　　　の賃貸借契約を締結する。

（貸借物件）
第１条　乙は、その所有する物件（以下「貸借物件」という。）　を甲に賃貸し、甲はこれを賃借する。

（貸借物件の設置）
第２条　貸借物件の設置場所は、　　　　　とする。
２　貸借物件の設置に要する費用は、乙の負担とする。
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（賃貸借の期間）
第３条　貸借物件の賃貸借の期間（以下「貸借期間」という。）は令和　　年　　月　　日
から令和　　年　　月　　日までとする。　　

（契約保証金）
第４条　甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。

（賃貸料）
第５条　貸借物件の賃貸料は、　　　　　円（うち消費税及び地方消費税の額　　　円）とする。
ただし、第３条に定める貸借期間の始期及び終期が月の中途に係るときは、当該月分の賃貸料は、日割計算によって算出した額とする。
　　
（賃貸料の支払）
第6条 乙は、毎月初めに前月分の賃貸料を甲に請求するものとする。
２　甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して３０日以内に賃貸料を乙に支払
うものとする。
３　前項の場合において、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、同項の賃貸料にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。

（譲渡又は転貸の禁止）
第7条 甲は、乙の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は貸借物
件を転貸してはならない。

（貸借物件の譲渡等）
第8条 乙は、貸借期間中に貸借物件を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ甲
の同意を得た上、甲がこの契約と同一の条件で貸借物件を使用できるよう措置するもの
とする。
２　前項に定める場合を除くほか、乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲
渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじ
め甲の同意を得たときはこの限りでない。

（貸借物件の移転）
第9条 甲は、貸借物件を第２条に規定する設置場所から他の場所へ移転する必要が生じ
たときは、あらかじめ乙に通知するものとする。

（貸借物件の現状変更）
第１０条　甲は、貸借物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ乙と協議をする
ものとする。

（事故の通知）
第１１条　甲は、貸借物件に事故が生じたときは、乙に通知するものとする。

（貸借物件の保守）
第１２条　乙は、貸借物件が正常に作動するよう定期的に点検調整を行うものとする。
２　貸借物件に障害が発生した場合は、乙は、甲の要求により速やかに技術員を派遣して必要な措置を講ずるものとする。
３　貸借物件の保守に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失による場合は、この限りでない。

（契約の解除）
第１３条　甲は、乙がこの契約に違反したときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
２　前項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は、解除の時から貸借期間の満了時までの貸借料の１００分の１０に相当する金額を違約金として乙に請求することができる。
３　第１項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。

（損害賠償）
第１４条　乙は、甲が故意又は重大な過失によって貸借物件に損害を与えた場合は、その賠償を甲に対して請求することができる。

（契約不適合責任）
第１５条　乙は、貸借物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合には、速やかに良品と交換又は修理するものとする。

（貸借物件の返還）
第１６条　甲は、貸借物件を返還するときは、現状に回復して返還するものとする。ただし、甲乙協議の上、現状のままで返還することができる。
２　貸借物件の返還に要する費用は、乙の負担とする。

（変更の届け出）
第１７条　乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事
項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
２　前項の届け出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は
到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。

（契約の費用）
第１８条　この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（裁判管轄）
第１９条　この契約について訴訟等を行う場合は、益子町を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とする。

（信義則）
第２０条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（情報通信の技術を利用する方法）
第２１条　この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

（疑義等の決定）
第２２条　この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。

　　この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。

　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県芳賀郡益子町大字益子２０３０番地
　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　
益子町長　広 田　茂 十 郎
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